


























個別仕様書２ 

3．絨毯清掃業務 

⑴ 閉庁日に実施するものとし、日程については委託者と協議する。 

⑵ 業務内容 

① 絨毯清掃作業業務（年 1 回） 

【本庁舎】 

2 階 教育長室 49.68 ㎡ 

3 階 市長公室（前室･更衣室を含む） 65.04 ㎡ 

副市長室 49.88 ㎡ 

 庁議室 67.32 ㎡ 

応接室 63.19 ㎡ 

4 階 大会議室 216.00 ㎡ 

5 階 正・副議長室（更衣室を含む） 38.43 ㎡ 

議員控室 83.70 ㎡ 

合   計 633．２４㎡ 

絨毯面を真空掃除機で吸塵し、部分的なシミは適正なシミ取り剤にて取り除き後、 

適正な絨毯シャンプー液を利用した洗浄作業を行い、吸泡作業にて洗浄剤を除去 

のうえ、毛足乾燥仕上げを行うこと。 

 

② 絨毯シミ抜き作業業務（年 1 回） 

【本庁舎】 

2 階 教育委員会室 21.01 ㎡ 

3 階 廊下及び待合ホール 92.37 ㎡ 

4 階 全員協議会室 144.64 ㎡ 

委員会室 1 29.79 ㎡ 

委員会室 2 29.79 ㎡ 

401 会議室 17.24 ㎡ 

5 階 議員応接室 36.28 ㎡ 

議場 209.05 ㎡ 

廊下 93.21 ㎡ 

小   計（①） ６73．38 ㎡ 

【別館】 

201 会議室 109.50 ㎡ 

202 会議室 65.70 ㎡ 

301 会議室 87.60 ㎡ 

小   計（➁） ２６２．８０㎡ 

   合   計(①＋➁) 936.18 ㎡ 

絨毯面を真空掃除機にて吸塵し、シミ抜き剤の安全を確認後、シミの種類別に

作業を実施し、最後にきれいな布で拭いて乾かすこと。 

 

⑶ 作業に支障をきたす机、椅子類など軽微なものは、業務従事者が移動し、清掃後

は元の位置へ必ず戻すこと。 
































